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○
経
済
産
業
省
令
第
十
四
号

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め

、
意
匠
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
十
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

意
匠
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

意
匠
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
国
際
登
録
に
係
る
意
匠
に
係
る
物
品
又
は
意
匠
に
係

（
国
際
登
録
に
係
る
意
匠
に
係
る
物
品
等
の
記
載
）
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る
建
築
物
若
し
く
は
画
像
の
用
途
等
の
記
載
）

第
二
条
の
四

国
際
意
匠
登
録
出
願
又
は
国
際
登
録
を
基

第
二
条
の
四

国
際
意
匠
登
録
出
願
又
は
国
際
登
録
を
基

礎
と
し
た
意
匠
権
に
つ
い
て
の
請
求
そ
の
他
の
意
匠
に

礎
と
し
た
意
匠
権
に
つ
い
て
の
請
求
そ
の
他
の
意
匠
に

関
す
る
手
続
に
お
い
て
書
面
を
提
出
す
る
と
き
は
、
意

関
す
る
手
続
に
お
い
て
書
面
を
提
出
す
る
と
き
は
、
意

匠
に
係
る
物
品
若
し
く
は
意
匠
に
係
る
建
築
物
若
し
く

匠
に
係
る
物
品
、
意
匠
に
係
る
物
品
の
説
明
又
は
意
匠

は
画
像
の
用
途
、
意
匠
に
係
る
物
品
若
し
く
は
意
匠
に

の
説
明
の
記
載
は
、
英
語
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

係
る
建
築
物
若
し
く
は
画
像
の
用
途
の
説
明
又
は
意
匠

の
説
明
の
記
載
は
、
英
語
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
登
録
出
願
の
番
号

（
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
意
匠
登
録
出
願
の
番
号

の
通
知
）

の
通
知
）

第
八
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
国
際
意
匠
登
録
出
願
が

第
八
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
国
際
意
匠
登
録
出
願
が

基
礎
と
し
た
国
際
登
録
に
つ
い
て
意
匠
法
第
六
十
条
の

基
礎
と
し
た
国
際
登
録
に
つ
い
て
意
匠
法
第
六
十
条
の

六
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
公
表
（
以
下
「
国
際
公
表

六
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
公
表
（
以
下
「
国
際
公
表
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」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
国
際
意
匠
登

」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
国
際
意
匠
登

録
出
願
に
意
匠
登
録
出
願
の
番
号
を
付
し
、
そ
の
番
号

録
出
願
に
意
匠
登
録
出
願
の
番
号
を
附
し
、
そ
の
番
号

を
当
該
国
際
意
匠
登
録
出
願
の
出
願
人
に
通
知
し
な
け

を
当
該
国
際
意
匠
登
録
出
願
の
出
願
人
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
提
出
書
面
の
省
略
）

（
提
出
書
面
の
省
略
）

第
九
条

意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
意
匠
法
第
十
四
条
第

第
九
条

意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
意
匠
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当

一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当

該
意
匠
登
録
出
願
の
願
書
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
て

該
意
匠
登
録
出
願
の
願
書
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
て

同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の

同
法
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
書
面
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

４

意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
意
匠
法
第
十
七
条
の
三
第

４

意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
意
匠
法
第
十
七
条
の
三
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
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意
匠
登
録
出
願
の
願
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
同
条
第

意
匠
登
録
出
願
の
願
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
同
法
第

三
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定

た
い
旨
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が

の
適
用
を
受
け
た
い
旨
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
省

で
き
る
。

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
続
補
正
書
の
様
式
等
）

（
手
続
補
正
書
の
様
式
等
）

第
十
五
条

手
続
の
補
正
の
う
ち
、
様
式
第
一
か
ら
様
式

第
十
五
条

手
続
の
補
正
の
う
ち
、
様
式
第
一
か
ら
様
式

第
十
二
ま
で
、
様
式
第
十
四
若
し
く
は
第
二
条
第
五
項

第
十
二
ま
で
、
様
式
第
十
四
若
し
く
は
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
様
式
、
第
十
九
条
第
一
項
に

に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
様
式
、
第
十
九
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
一

お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
、
同
規
則
第
八
条
第
二
項
に

項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
、
同
規
則
第
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
様
式
第
四
、
同
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
様
式
第
四
、
同
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
様
式
第
九
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式

規
定
す
る
様
式
第
九
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式

第
十
一
、
同
規
則
第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

第
十
一
、
同
規
則
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
様
式
第
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様
式
第
十
六
、
同
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

十
六
、
同
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第

様
式
第
十
八
若
し
く
は
同
規
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び

十
八
若
し
く
は
同
規
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
十
二
、
第
十
九
条
第
三

に
規
定
す
る
様
式
第
二
十
二
、
第
十
九
条
第
三
項
に
お

項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条

い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の

の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
六
、
同
規

三
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
六
、
同
規
則
第
二

則
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
八
若
し

十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
八
若
し
く
は
同

く
は
同
規
則
第
二
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
様
式
第
四

規
則
第
二
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
様
式
第
四
十
又
は

十
又
は
第
十
九
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法

第
十
九
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規

施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式

則
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十

第
六
十
四
の
三
、
同
規
則
第
五
十
条
第
五
項
に
規
定
す

四
の
三
、
同
規
則
第
五
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式

る
様
式
第
六
十
五
の
二
、
同
規
則
第
五
十
条
の
二
に
規

第
六
十
五
の
二
、
同
規
則
第
五
十
条
の
二
に
規
定
す
る

定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
四
、
同
規
則
第
五
十
条
の
三

様
式
第
六
十
五
の
四
、
同
規
則
第
五
十
条
の
三
に
規
定

に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
六
、
同
規
則
第
五
十
一

す
る
様
式
第
六
十
五
の
六
、
同
規
則
第
五
十
一
条
第
二
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条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
九
、
同
規
則

項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
九
、
同
規
則
第
五
十

第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五

七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
一

の
十
一
、
同
規
則
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様

、
同
規
則
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六

式
第
六
十
五
の
十
三
、
同
規
則
第
五
十
八
条
の
二
第
三

十
五
の
十
三
、
同
規
則
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規

項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
五
、
同
規
則
第
五

定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
五
、
同
規
則
第
五
十
八
条

十
八
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の

の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
七
、

十
七
、
同
規
則
第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第

同
規
則
第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五

六
十
五
の
十
九
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六

の
十
九
、
同
規
則
第
六
十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
様
式

十
五
の
二
十
一
、
同
規
則
第
六
十
一
条
の
十
一
第
三
項

第
六
十
五
の
二
十
一
、
同
規
則
第
六
十
一
条
の
十
一
第

に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
三
若
し
く
は
同
規

三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
三
若
し
く
は

則
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の

同
規
則
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十

二
十
五
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
を
特
許
庁
に
提
出
す
る

五
の
二
十
五
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
を
特
許
庁
に
提
出

こ
と
に
よ
り
し
た
手
続
の
補
正
は
様
式
第
十
四
に
よ
り

す
る
こ
と
に
よ
り
し
た
手
続
の
補
正
は
様
式
第
十
四
に
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、
そ
れ
以
外
の
手
続
の
補
正
は
様
式
第
十
五
に
よ
り
し

よ
り
、
そ
れ
以
外
の
手
続
の
補
正
は
様
式
第
十
五
に
よ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

［
略
］

２
～
４

［
略
］

（
意
匠
登
録
証
）

（
意
匠
登
録
証
）

第
十
六
条

［
略
］

第
十
六
条

［
略
］

一

［
略
］

一

［
略
］

二

意
匠
に
係
る
物
品
又
は
意
匠
に
係
る
建
築
物
若
し

二

意
匠
に
係
る
物
品

く
は
画
像
の
用
途

三
～
六

［
略
］

三
～
六

［
略
］

（
特
許
法
施
行
規
則
の
準
用
）

（
特
許
法
施
行
規
則
の
準
用
）

第
十
九
条

特
許
法
施
行
規
則
第
一
章
（
総
則
）
（
第
四

第
十
九
条

特
許
法
施
行
規
則
第
一
章
（
総
則
）
（
第
四

条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
四
条
の
三
第
一
項
第

条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
四
条
の
三
第
一
項
第

四
号
、
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
及
び
第
十
七

四
号
、
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
及
び
第
十
七
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号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
、
第
四
条
の
四
、
第
九
条
第

号
並
び
に
第
三
項
第
七
号
、
第
四
条
の
四
、
第
十
一
条

二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
の

、
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
二
の
三
ま
で
、
第

三
ま
で
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十

十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
並
び
に
第
十
九
条
を
除

三
条
の
三
並
び
に
第
十
九
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

く
。
）
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
、
国
際
登
録
出
願

意
匠
登
録
出
願
、
国
際
登
録
出
願
（
同
規
則
第
一
条
第

（
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
限
る
。
）
、

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
限
る
。
）
、
請
求
そ
の
他

請
求
そ
の
他
意
匠
登
録
に
関
す
る
手
続
に
準
用
す
る
。

意
匠
登
録
に
関
す
る
手
続
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及

お
い
て
、
同
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
条
第

び
第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と

一
項
中
「
及
び
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る
の
は
「

あ
る
の
は
「
及
び
拒
絶
査
定
不
服
審
判
又
は
補
正
却
下

及
び
拒
絶
査
定
不
服
審
判
又
は
補
正
却
下
決
定
不
服
審

決
定
不
服
審
判
」
と
、
第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
三

判
」
と
、
第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
三

特
許
法
第
四

特
許
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
出
願
（
も
と
の
特

（
も
と
の
特
許
出
願
の
代
理
人
に
よ
る
場
合
を
除
く
。

許
出
願
の
代
理
人
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る

）
」
と
あ
る
の
は
「
三

意
匠
法
第
十
条
の
二
第
一
項
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の
は
「
三

意
匠
法
第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
七

又
は
第
十
七
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
五
十
条
第
一
項

条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
五
十
条
第
一
項
（
同
法
第
五

（
同
法
第
五
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

規
定
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願
（
も
と
の
意
匠
登
録
出
願

意
匠
登
録
出
願
（
も
と
の
意
匠
登
録
出
願
の
代
理
人
に

の
代
理
人
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
、
「
十
二

よ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
、
「
十
二

審
判
の
請
求

審
判
の
請
求
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
を
除
く
。
）
」
と

（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

あ
る
の
は
「
十
二

審
判
の
請
求
（
拒
絶
査
定
不
服
審

十
二

審
判
の
請
求
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
及
び
補
正

判
及
び
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
を
除
く
。
）
」
と
、

却
下
決
定
不
服
審
判
を
除
く
。
）
」
と
、
第
四
条
の
三

第
四
条
の
三
第
三
項
中
「
五

特
許
法
第
百
九
十
五
条

第
三
項
中
「
五

特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
十
一
項
の

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
過
誤
納
の
手
数
料
の
返
還
請

規
定
に
よ
る
過
誤
納
の
手
数
料
の
返
還
請
求
」
と
あ
る

求
」
と
あ
る
の
は
「
五

意
匠
法
第
六
十
条
の
二
十
二

の
は
「
五

意
匠
法
第
六
十
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
六
十
条
の
二
十
一
第
一

定
に
よ
る
同
法
第
六
十
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す

項
に
規
定
す
る
個
別
指
定
手
数
料
の
返
還
請
求

五
の
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る
個
別
指
定
手
数
料
の
返
還
請
求

五
の
二

意
匠
法

二

意
匠
法
第
六
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
過
誤

第
六
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
過
誤
納
の
手
数
料

納
の
手
数
料
の
返
還
請
求
」
と
、
第
八
条
第
二
項
、
第

の
返
還
請
求
」
と
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
の
二
第

九
条
の
二
、
第
九
条
の
三
第
二
項
及
び
第
十
一
条
の
五

一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
十

中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
拒
絶
査
定

一
条
の
五
第
一
項
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る

不
服
審
判
若
し
く
は
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」
と
、

の
は
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
若
し
く
は
補
正
却
下
決
定

第
十
条
中
「
特
許
法
第
三
十
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

不
服
審
判
」
と
、
第
十
条
中
「
特
許
法
第
三
十
条
第
三

「
意
匠
法
第
四
条
第
三
項
」
と
、
「
、
特
許
法
施
行
令

項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
四
条
第
三
項
」
と
、
「

第
十
一
条
、
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
五

、
特
許
法
施
行
令
第
十
一
条
、
特
許
法
等
関
係
手
数
料

年
政
令
第
二
十
号
）
第
一
条
の
三
、
産
業
競
争
力
強
化

令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
十
号
）
第
一
条
の
三
、

法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
十
三
号
）
第
十
七

産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第

条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
又
は
こ
の
省
令
第
四
条
の
三
、

十
三
号
）
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
又
は
こ
の
省

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条

令
第
四
条
の
三
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
八
条

第
四
項
、
第
十
一
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
七
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第
一
項
、
第
九
条
第
四
項
、
第
十
一
条
の
五
第
二
項
、

第
七
項
本
文
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三

第
二
十
五
条
の
七
第
七
項
本
文
、
第
二
十
七
条
第
一
項

項
本
文
若
し
く
は
第
四
項
本
文
、
第
二
十
七
条
の
二
第

、
第
二
項
、
第
三
項
本
文
若
し
く
は
第
四
項
本
文
、
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の
四
の
二
第
五

二
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
七

項
本
文
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

条
の
四
の
二
第
五
項
本
文
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準

む
。
）
、
第
三
十
一
条
の
二
第
六
項
本
文
、
第
三
十
八

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条
の
二
第
六
項

条
の
二
第
四
項
本
文
、
第
三
十
八
条
の
六
の
二
第
五
項

本
文
、
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
本
文
、
第
三
十
八
条

本
文
、
第
三
十
八
条
の
十
四
第
四
項
本
文
（
同
条
第
六

の
六
の
二
第
五
項
本
文
、
第
三
十
八
条
の
十
四
第
四
項

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
九

本
文
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

条
第
三
項
本
文
若
し
く
は
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
本

。
）
、
第
六
十
九
条
第
三
項
本
文
若
し
く
は
第
六
十
九

文
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
意
匠
法
施
行
規
則
第
十
八
条

条
の
二
第
三
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
意
匠
法
施

第
三
項
前
段
若
し
く
は
第
十
八
条
の
六
第
二
項
本
文
」

行
規
則
第
十
八
条
第
三
項
前
段
若
し
く
は
第
十
八
条
の

と
、
「
、
特
許
法
施
行
令
第
十
一
条
、
特
許
法
等
関
係

六
第
二
項
本
文
」
と
、
「
、
特
許
法
施
行
令
第
十
一
条

手
数
料
令
第
一
条
の
三
、
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
令
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、
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
三
、
産
業
競
争

第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
又
は
こ
の
省
令
第
四
条

力
強
化
法
施
行
令
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
又
は

の
三
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
、

こ
の
省
令
第
四
条
の
三
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、

第
九
条
第
四
項
、
第
十
一
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
五

第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
四
項
、
第
十
一
条
の
五
第

条
の
七
第
七
項
本
文
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項

二
項
、
第
二
十
五
条
の
七
第
七
項
本
文
、
第
二
十
七
条

、
第
三
項
本
文
若
し
く
は
第
四
項
本
文
、
第
二
十
七
条

第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
本
文
若
し
く
は
第
四
項
本

の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の
四
の

文
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

二
第
五
項
本
文
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

二
十
七
条
の
四
の
二
第
五
項
本
文
（
同
条
第
七
項
に
お

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条
の
二
第
六
項
本
文
、
第

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条
の
二

三
十
八
条
の
二
第
四
項
本
文
、
第
三
十
八
条
の
六
の
二

第
六
項
本
文
、
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
本
文
、
第
三

第
五
項
本
文
、
第
三
十
八
条
の
十
四
第
四
項
本
文
（
同

十
八
条
の
六
の
二
第
五
項
本
文
、
第
三
十
八
条
の
十
四

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

第
四
項
本
文
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

六
十
九
条
第
三
項
本
文
若
し
く
は
第
六
十
九
条
の
二
第

を
含
む
。
）
、
第
六
十
九
条
第
三
項
本
文
若
し
く
は
第

三
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
意
匠
法
施
行
規
則
第
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六
十
九
条
の
二
第
三
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
意

十
八
条
第
三
項
前
段
若
し
く
は
第
十
八
条
の
六
第
二
項

匠
法
施
行
規
則
第
十
八
条
第
三
項
前
段
若
し
く
は
第
十

本
文
」
と
、
第
十
一
条
の
四
中
「
様
式
第
二
、
様
式
第

八
条
の
六
第
二
項
本
文
」
と
、
第
十
一
条
の
四
中
「
様

四
、
様
式
第
九
、
様
式
第
十
一
、
様
式
第
十
三
、
様
式

式
第
二
、
様
式
第
四
、
様
式
第
九
、
様
式
第
十
一
、
様

第
十
五
の
二
、
様
式
第
十
六
、
様
式
第
十
八
、
様
式
第

式
第
十
三
、
様
式
第
十
五
の
二
、
様
式
第
十
六
、
様
式

二
十
、
様
式
第
二
十
二
、
様
式
第
二
十
六
か
ら
様
式
第

第
十
八
、
様
式
第
二
十
、
様
式
第
二
十
二
、
様
式
第
二

二
十
八
の
二
ま
で
、
様
式
第
三
十
一
の
五
、
様
式
第
三

十
六
か
ら
様
式
第
二
十
八
の
二
ま
で
、
様
式
第
三
十
一

十
一
の
九
か
ら
様
式
第
三
十
四
ま
で
、
様
式
第
三
十
六

の
五
、
様
式
第
三
十
一
の
九
か
ら
様
式
第
三
十
四
ま
で

、
様
式
第
三
十
八
、
様
式
第
四
十
、
様
式
第
四
十
二
、

、
様
式
第
三
十
六
、
様
式
第
三
十
八
、
様
式
第
四
十
、

様
式
第
四
十
四
、
様
式
第
四
十
六
、
様
式
第
四
十
八
、

様
式
第
四
十
二
、
様
式
第
四
十
四
、
様
式
第
四
十
六
、

様
式
第
五
十
、
様
式
第
五
十
二
か
ら
様
式
第
五
十
五
ま

様
式
第
四
十
八
、
様
式
第
五
十
、
様
式
第
五
十
二
か
ら

で
、
様
式
第
六
十
一
の
六
、
様
式
第
六
十
四
の
三
、
様

様
式
第
五
十
五
ま
で
、
様
式
第
六
十
一
の
六
、
様
式
第

式
第
六
十
五
の
二
、
様
式
第
六
十
五
の
四
、
様
式
第
六

六
十
四
の
三
、
様
式
第
六
十
五
の
二
、
様
式
第
六
十
五

十
五
の
六
、
様
式
第
六
十
五
の
九
、
様
式
第
六
十
五
の
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の
四
、
様
式
第
六
十
五
の
六
、
様
式
第
六
十
五
の
九
、

十
一
、
様
式
第
六
十
五
の
十
三
、
様
式
第
六
十
五
の
十

様
式
第
六
十
五
の
十
一
、
様
式
第
六
十
五
の
十
三
、
様

五
、
様
式
第
六
十
五
の
十
七
、
様
式
第
六
十
五
の
十
九

式
第
六
十
五
の
十
五
、
様
式
第
六
十
五
の
十
七
、
様
式

、
様
式
第
六
十
五
の
二
十
一
、
様
式
第
六
十
五
の
二
十

第
六
十
五
の
十
九
、
様
式
第
六
十
五
の
二
十
一
、
様
式

三
、
様
式
第
六
十
五
の
二
十
五
又
は
様
式
第
七
十
の
二

第
六
十
五
の
二
十
三
、
様
式
第
六
十
五
の
二
十
五
又
は

」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
施
行
規
則
様
式
第
一
か
ら
様

様
式
第
七
十
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
施
行
規
則

式
第
五
ま
で
、
様
式
第
九
か
ら
様
式
第
十
二
ま
で
、
様

様
式
第
一
か
ら
様
式
第
五
ま
で
、
様
式
第
九
か
ら
様
式

式
第
十
四
若
し
く
は
様
式
第
十
九
の
二
、
意
匠
法
施
行

第
十
二
ま
で
、
様
式
第
十
四
若
し
く
は
様
式
第
十
九
の

規
則
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施

二
、
意
匠
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準

行
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
、

用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定

同
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
四
、
同
規

す
る
様
式
第
二
、
同
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
九
、
同
条

様
式
第
四
、
同
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
一
、
同
規
則
第
十
一
条

様
式
第
九
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
一
、

の
五
に
規
定
す
る
様
式
第
十
六
、
同
規
則
第
十
二
条
第
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同
規
則
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
様
式
第
十
六
、
同

一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
八
若
し
く
は
同
規
則
第
十

規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
八
若
し

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
十
二

く
は
同
規
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す

、
意
匠
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

る
様
式
第
二
十
二
、
意
匠
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
三

す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項

項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条

に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
六
、
同
規
則
第
二
十
八
条
の

の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
六
、
同
規

二
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
八
若
し
く
は
同
規
則
第
二

則
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
八
若
し

十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
様
式
第
四
十
又
は
意
匠
法
施

く
は
同
規
則
第
二
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
様
式
第
四

行
規
則
第
十
九
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法

十
又
は
意
匠
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
八
項
に
お
い
て

施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式

準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項

第
六
十
四
の
三
、
同
規
則
第
五
十
条
第
五
項
に
規
定
す

に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
四
の
三
、
同
規
則
第
五
十
条

る
様
式
第
六
十
五
の
二
、
同
規
則
第
五
十
条
の
二
に
規

第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
、
同
規
則
第

定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
四
、
同
規
則
第
五
十
条
の
三

五
十
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
四
、
同
規

に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
六
、
同
規
則
第
五
十
一
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則
第
五
十
条
の
三
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
六
、

条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
九
、
同
規
則

同
規
則
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十

第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五

五
の
九
、
同
規
則
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

の
十
一
、
同
規
則
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様

る
様
式
第
六
十
五
の
十
一
、
同
規
則
第
五
十
八
条
第
二

式
第
六
十
五
の
十
三
、
同
規
則
第
五
十
八
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
三
、
同
規
則
第
五

項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
五
、
同
規
則
第
五

十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十

十
八
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の

五
、
同
規
則
第
五
十
八
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る

十
七
、
同
規
則
第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第

様
式
第
六
十
五
の
十
七
、
同
規
則
第
六
十
条
第
五
項
に

六
十
五
の
十
九
、
同
規
則
第
六
十
条
第
六
項
に
規
定
す

規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
九
、
同
規
則
第
六
十
条

る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
一
、
同
規
則
第
六
十
一
条
の

第
六
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
一
、
同
規

十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
三
若

則
第
六
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六

し
く
は
同
規
則
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式

十
五
の
二
十
三
若
し
く
は
同
規
則
第
六
十
二
条
第
二
項

第
六
十
五
の
二
十
五
」
と
、
第
十
三
条
第
四
項
中
「
拒

に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
五
」
と
、
第
十
三

絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
拒
絶
査
定
不
服
審
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条
第
四
項
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る
の
は
「

判
又
は
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」
と
、
第
十
四
条
第

拒
絶
査
定
不
服
審
判
又
は
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」

二
項
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
拒
絶

と
、
第
十
四
条
第
二
項
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と

査
定
不
服
審
判
及
び
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」
と
、

あ
る
の
は
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
及
び
補
正
却
下
決
定

第
二
十
七
条
の
四
第
四
項
中
「
、
同
法
第
四
十
三
条
の

不
服
審
判
」
と
、
様
式
第
二
の
備
考

中
「た
だ
し

二
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て

11

、

識
別
番
号
を
記
載
し
た
と
き
は

「
【住

所
又
は
居
所

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
三
条
の
三
第

、

】
」の

欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い

」
と
あ
る
の
は

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
あ
る
の
は

。

「意
匠
法
第
6
0
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録

「
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二

（以
下

「国
際
登
録

」と
い
う

）の
名
義
人
に
あ
つ

項
又
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
六
条

の
規
定
に

。

（１）
（ａ）

て
は

「
【住
所
又
は
居
所

】
」の

次
に

「
【住

所
又

よ
る
」
と
、
様
式
第
二
の
備
考

中
「た

だ
し

識
別

、

11

、

は
居
所
原
語
表
記

】
」の

欄
を
設
け
て

意
匠
法
第
6
0

番
号
を
記
載
し
た
と
き
は

「
【住

所
又
は
居
所

】
」

、
、

条
の
６
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
登
録
簿

（以
下

「

の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い

」
と
あ
る
の
は
「意

。

国
際
登
録
簿

」と
い
う

）に
記
載
さ
れ
た
文
字
と
同

匠
法
第
6
0
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録

（以
。
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一
の
文
字
を
記
載
す
る

た
だ
し

識
別
番
号
を
記
載

下

「国
際
登
録

」と
い
う

）の
名
義
人
に
あ
つ
て
は

。
、

。

し
た
と
き
は

「
【住

所
又
は
居
所

】
」及

び

「
【住

「
【住

所
又
は
居
所

】
」の

次
に

「
【住

所
又
は
居

、
、

所
又
は
居
所
原
語
表
記

】
」の

欄
は
設
け
る
に
は
及
ば

所
原
語
表
記

】
」の

欄
を
設
け
て

意
匠
法
第
6
0
条
の

、

な
い

」
と
、
同
様
式
の
備
考

中
「代

表
者
の
印
を

６
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
登
録
簿

（以
下

「国
際

。

13

押
す

」
と
あ
る
の
は
「代

表
者
の
印
を
押
す

国
際

登
録
簿

」と
い
う

）に
記
載
さ
れ
た
文
字
と
同
一
の

。
。

。

登
録
の
名
義
人
に
あ
つ
て
は

「
【氏
名
又
は
名
称

】

文
字
を
記
載
す
る

た
だ
し

識
別
番
号
を
記
載
し
た

、
。

、

」の
次
に

「
【氏

名
又
は
名
称
原
語
表
記

】
」の

欄
を

と
き
は

「
【住

所
又
は
居
所

】
」及

び

「
【住

所
又

、

設
け
て

国
際
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
文
字
と
同
一
の

は
居
所
原
語
表
記

】
」の

欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い

、

文
字
を
記
載
す
る

（法
人
に
あ
つ
て
は

「
【氏

名
又

」
と
、
同
様
式
の
備
考

中
「代

表
者
の
印
を
押
す

、
。

13

は
名
称
原
語
表
記

】
」の

次
に

「
【代

表
者

】
」の

欄

」
と
あ
る
の
は
「代

表
者
の
印
を
押
す

国
際
登
録

。
。

を
設
け
る

）

」
と
、
様
式
第
四
の
備
考
２
ロ
中
「

の
名
義
人
に
あ
つ
て
は

「
【氏

名
又
は
名
称

】
」の

。
。

、

国
際
特
許
出
願
に
つ
い
て

出
願
番
号
が
通
知
さ
れ
て

次
に

「
【氏

名
又
は
名
称
原
語
表
記

】
」の

欄
を
設
け

、

い
な
い
と
き
は

「
【出

願
番
号

】
」の

欄
を

「
【国

て
国
際
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
文
字
と
同
一
の
文
字

、
、
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際
出
願
番
号

】
」と

し

「Ｐ
Ｃ
Ｔ
／
〇
〇
〇
〇
／
〇

を
記
載
す
る

（法
人
に
あ
つ
て
は

「
【氏

名
又
は
名

、
、

〇
〇
〇
〇

」の
よ
う
に
国
際
出
願
番
号
を
記
載
し

「

称
原
語
表
記

】
」の

次
に

「
【代

表
者

】
」の

欄
を
設

、
【国

際
出
願
番
号

】
」の

欄
の
次
に

「
【出

願
の
区
分

け
る

）

」
と
、
様
式
第
四
の
備
考
２
ロ
中
「国

際
。

。

】
」の

欄
を
設
け
て

「特
許

」と
記
載
す
る

」
と
あ

特
許
出
願
に
つ
い
て

出
願
番
号
が
通
知
さ
れ
て
い
な

。
、

る
の
は
「意

匠
法
第
6
0
条
の
６
第
３
項
に
規
定
す
る
国

い
と
き
は

「
【出

願
番
号

】
」の

欄
を

「
【国

際
出

、

際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
の
番
号
が
通
知
さ

願
番
号

】
」と

し

「Ｐ
Ｃ
Ｔ
／
〇
〇
〇
〇
／
〇
〇
〇

、

れ
て
い
な
い
と
き
は

「
【出
願
番
号

】
」を

「
【出

〇
〇

」の
よ
う
に
国
際
出
願
番
号
を
記
載
し

「
【国

、
、

願
日

】
」と

し

「令
和
何
年
何
月
何
日
提
出
の
意
匠

際
出
願
番
号

】
」の

欄
の
次
に

「
【出

願
の
区
分

】
」

、

登
録
願

」の
よ
う
に
意
匠
法
第
6
0
条
の
６
第
１
項
に
規

の
欄
を
設
け
て

「特
許

」と
記
載
す
る

」
と
あ
る
の

。

定
す
る
国
際
登
録
の
日
の
年
月
日
を
記
載
し

「
【出

は
「意

匠
法
第
6
0
条
の
６
第
３
項
に
規
定
す
る
国
際
意

、

願
日

】
」の

次
に

「
【整

理
番
号

】
」の

欄
を
設
け
て

匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
の
番
号
が
通
知
さ
れ
て

「
―
」の

よ
う
に
ハ
イ
フ
ン
を
記
載
し

「
【代

理
い
な
い
と
き
は

「
【出

願
番
号

】
」を

「
【出

願
日

、
、

、

人

】
」又

は

「
【受

任
し
た
代
理
人

】
」の

欄
の
次
に

】
」と

し

「令
和
何
年
何
月
何
日
提
出
の
意
匠
登
録

、
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「
【そ

の
他

】
」の

欄
を
設
け
て

「国
際
登
録
番
号

願

」の
よ
う
に
意
匠
法
第
6
0
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す

、

Ｄ
Ｍ
／
〇
〇
〇
〇
〇
〇

意
匠
番
号
〇
〇
〇

」の
よ
う

る
国
際
登
録
の
日
の
年
月
日
を
記
載
し

「
【出

願
日

、
、

に
国
際
登
録
の
番
号
と
意
匠
の
番
号
を
記
載
す
る

」

】
」の

次
に

「
【整

理
番
号

】
」の

欄
を
設
け
て

「

。
、

と
、
様
式
第
三
十
六
の
備
考
１
中
「1

9
7
0
年
６
月
1
9
日

―
」の

よ
う
に
ハ
イ
フ
ン
を
記
載
し

「
【代

理
人

】

、

に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ

」又
は

「
【受

任
し
た
代
理
人

】
」の

欄
の
次
に

「
【

く
規
則
4
.
1
0
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と

そ
の
他

】
」の

欄
を
設
け
て

「国
際
登
録
番
号
Ｄ
Ｍ

、

さ
れ
た
出
願
を
し
た
国
の
国
名
（国

際
特
許
出
願
に
あ

／
〇
〇
〇
〇
〇
〇

意
匠
番
号
〇
〇
〇

」の
よ
う
に
国

、

つ
て
は
広
域
特
許
を
与
え
る
任
務
を
有
す
る
当
局
若
し

際
登
録
の
番
号
と
意
匠
の
番
号
を
記
載
す
る

」
と
、

。

く
は
受
理
官
庁
を
含
む

）
」
と
あ
る
の
は
「ジ

ュ
ネ

様
式
第
三
十
六
の
備
考
１
中
「1

9
7
0
年
６
月
1
9
日
に
ワ

。

ーブ
改
正
協
定
第
６
条
(
)
(
a
)
の
規
定
に
よ
る
優
先

シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規

1

権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
を
し
た
国
の
国
名

」

則
4
.
1
0
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

た
出
願
を
し
た
国
の
国
名

（国
際
特
許
出
願
に
あ
つ
て

は
広
域
特
許
を
与
え
る
任
務
を
有
す
る
当
局
若
し
く
は
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受
理
官
庁
を
含
む

）
」
と
あ
る
の
は
「ジ

ュ
ネ

ーブ
。

改
正
協
定
第
６
条
(
)
(
a
)
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の

1

主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
を
し
た
国
の
国
名

」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
略
］

３

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一

３

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項

項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項

、
第
二
項
第
三
号
、
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
、
第

、
第
二
項
第
三
号
、
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
、
第

四
項
並
び
に
第
六
項
、
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び

四
項
並
び
に
第
六
項
、
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十

八
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
並
び
に
第

八
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
並
び
に
第

三
十
一
条
第
二
項
（
信
託
、
持
分
の
記
載
等
、
パ
リ
条

三
十
一
条
第
二
項
（
信
託
、
持
分
の
記
載
等
、
パ
リ
条

約
に
よ
る
優
先
権
等
の
主
張
の
証
明
書
の
提
出
、
発
明

約
に
よ
る
優
先
権
等
の
主
張
の
証
明
書
の
提
出
、
発
明
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の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
の
手
続
等
、
特
許
出
願
の
番
号
の
通
知
、

と
す
る
場
合
の
手
続
等
、
特
許
出
願
の
番
号
の
通
知
、

特
許
出
願
の
放
棄
、
特
許
出
願
の
取
下
げ
、
協
議
が
成

特
許
出
願
の
放
棄
、
特
許
出
願
の
取
下
げ
、
協
議
が
成

立
し
た
旨
の
特
許
公
報
へ
の
掲
載
、
特
許
出
願
の
分
割

立
し
た
旨
の
特
許
公
報
へ
の
掲
載
、
特
許
出
願
の
分
割

を
す
る
場
合
の
補
正
及
び
提
出
書
面
の
省
略
）
の
規
定

を
す
る
場
合
の
補
正
及
び
提
出
書
面
の
省
略
）
の
規
定

は
、
意
匠
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

は
、
意
匠
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
特
許

て
、
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
特
許

法
第
百
九
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第

法
第
百
九
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第

六
十
七
条
第
四
項
」
と
、
「
た
だ
し
、
当
該
証
明
す
る

六
十
七
条
第
四
項
」
と
、
「
た
だ
し
、
当
該
証
明
す
る

書
面
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要

書
面
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

が
で
き
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

既
に
特
許
庁
に
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
た
者
は
、
そ

既
に
特
許
庁
に
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
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の
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
当
該
証
明
す
る
書
面

の
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
当
該
証
明
す
る
書
面

の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
、
第
二
十

の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
、
第
二
十

七
条
の
三
の
三
第
六
項
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
同
法
第

七
条
の
三
の
三
第
六
項
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
同
法
第

四
十
三
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
十
五
条

四
十
三
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
十
五
条

第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四

第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四

十
三
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
七
条
の
四
第
四
項
中
「

十
三
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条

の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又

は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定

第
六
条

の
規
定
に
よ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

（１）
（ａ）

す
る
。
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４

特
許
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
五
条
（

４

特
許
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
五
条
か

本
文
た
だ
し
書
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
十

ら
第
三
十
七
条
ま
で
（
補
正
の
却
下
の
決
定
の
記
載
事

七
条
ま
で
（
補
正
の
却
下
の
決
定
の
記
載
事
項
、
査
定

項
、
査
定
の
記
載
事
項
、
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す

の
記
載
事
項
、
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
へ
の

る
者
へ
の
通
知
及
び
決
定
の
謄
本
の
送
付
）
の
規
定
は

通
知
及
び
決
定
の
謄
本
の
送
付
）
の
規
定
は
、
意
匠
登

、
意
匠
登
録
出
願
の
審
査
に
準
用
す
る
。

録
出
願
の
審
査
に
準
用
す
る
。

５
～
９

［
略
］

５
～
９

［
略
］

様
式
第
２

（第
２
条
関
係

）

様
式
第
２

（第
２
条
関
係

）

［略

］

［略

］

〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
６

［略

］

１
６

［略

］

～
～

７
意
匠
法
第
1
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
関
連
意

７
意
匠
法
第
1
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
関
連
意

匠
の
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

「

匠
の
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

「

、
、
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【あ
て
先

】
」の

欄
の
次
に

「
【本

意
匠
の
表
示

【あ
て
先

】
」の

欄
の
次
に

「
【本

意
匠
の
表
示

】
」の

欄
を
設
け

そ
の
欄
に

「
【出

願
番
号

】

】
」の

欄
を
設
け

そ
の
欄
に

「
【出

願
日

】
」

、
、

」の
欄
を
設
け
て

「意
願
○
○
○
○
－
○
○
○
○

の
欄
を
設
け
て

「令
和
何
年
何
月
何
日
提
出
の
意

○
○

」の
よ
う
に
本
意
匠

（同
条
第
４
項
の
規
定

匠
登
録
願

」の
よ
う
に
本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願

に
よ
り
関
連
意
匠
を
本
意
匠
と
み
な
し
て

同
条

の
年
月
日
を
記
載
し

次
に

「
【整

理
番
号

】
」

、
、

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と

の
欄
を
設
け
て

本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
願

、

す
る
と
き
は

当
該
関
連
意
匠
を
い
う

以
下
同

書
に
記
載
し
た
整
理
番
号
を
記
載
す
る

本
意
匠

、
。

。

じ

）に
係
る
意
匠
登
録
出
願
の
番
号
を
記
載
す

の
意
匠
登
録
出
願
が
国
際
意
匠
登
録
出
願
で
あ
る

。

る
か

又
は

「
【本

意
匠
の
表
示

】
」の

欄
を
設

場
合
は

「
【出

願
日

】
」の

欄
に

「令
和
何
年

、
、

け
そ
の
欄
に

「
【登

録
番
号

】
」の

欄
を
設
け

何
月
何
日
提
出
の
意
匠
登
録
願

」の
よ
う
に
本
意

、

て

「意
匠
登
録
第
○
○
○
○
○
○
○
号

」の
よ
う

匠
の
国
際
登
録
の
日
の
年
月
日
を
記
載
し

次
に

、

に
本
意
匠
に
係
る
意
匠
登
録
の
番
号
を
記
載
す
る

「
【整

理
番
号

】
」の

欄
を
設
け
て

「－

」の
、

た
だ
し

そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
番
号
が
通
知

よ
う
に
ハ
イ
フ
ン
を
記
載
し

「
（
【手

数
料
の

。
、

、
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さ
れ
て
い
な
い
と
き
は

「
【本

意
匠
の
表
示

】

表
示

】
）
」の

欄
の
次
に

「
【そ

の
他

】
」の

欄
、

」の
欄
に

「
【出

願
日

】
」の

欄
を
設
け
て

「令
を
設
け
て

「国
際
登
録
番
号
Ｄ
Ｍ
／
○
○
○
○

、

和
何
年
何
月
何
日
提
出
の
意
匠
登
録
願

」の
よ
う

○
○

意
匠
番
号
○
○
○

」の
よ
う
に
本
意
匠
の

、

に
本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
年
月
日
を
記
載
し

国
際
登
録
の
番
号
と
意
匠
の
番
号
を
記
載
す
る
。

次
に

「
【整

理
番
号

】
」の

欄
を
設
け
て

本
た
だ
し

本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
番
号
が
通

、
、

、

意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
願
書
に
記
載
し
た
整
理

知
さ
れ
て
い
る
と
き
は

「
【本

意
匠
の
表
示

】

、

番
号
を
記
載
す
る

本
意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
が

」の
欄
に

「
【出

願
番
号

】
」の

欄
を
設
け
て

「

。

国
際
意
匠
登
録
出
願
で
あ
る
場
合
は

「
【出

願
意
願
○
○
○
○
－
○
○
○
○
○
○

」の
よ
う
に
本

、

日

】
」の
欄
に

「令
和
何
年
何
月
何
日
提
出
の
意

意
匠
の
意
匠
登
録
出
願
の
番
号
を
記
載
し

「
【

、

匠
登
録
願

」の
よ
う
に
本
意
匠
の
国
際
登
録
の
日

出
願
日

】
」及

び

「
【整

理
番
号

】
」の

欄
は
設

の
年
月
日
を
記
載
し

次
に

「
【整

理
番
号

】
」

け
る
に
は
及
ば
な
い

ま
た

「
【そ

の
他

】
」

、
。

、

の
欄
を
設
け
て

「－

」の
よ
う
に
ハ
イ
フ
ン
を

の
欄
に
本
意
匠
の
国
際
登
録
の
番
号
と
意
匠
の
番

、

記
載
し

「
（
【手

数
料
の
表
示

】
）
」の

欄
の

号
を
記
載
す
る
に
は
及
ば
な
い

こ
の
場
合
に
お

、
。
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次
に

「
【そ

の
他

】
」の

欄
を
設
け
て

「国
際

い
て

本
意
匠
の
意
匠
登
録
の
番
号
を
知
つ
た
と

、
、

登
録
番
号
Ｄ
Ｍ
／
○
○
○
○
○
○

意
匠
番
号
○

き
は

「
【出

願
番
号

】
」の

欄
に
代
え
て

「
【

、
、

○
○

」の
よ
う
に
本
意
匠
の
国
際
登
録
の
番
号
と

登
録
番
号

】
」の

欄
を
設
け

「意
匠
登
録
第
○

、

意
匠
の
番
号
を
記
載
す
る

○
○
○
○
○
○
号

」の
よ
う
に
本
意
匠
の
意
匠
登

。

録
の
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
物
品

建
築
物
又
は
画
像
の
意
匠
に
つ
い
て
意

８

（削
除

）

、

匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

「
【意

匠
、

に
係
る
物
品

】
」の
欄
に
は

次
の
事
項
を
記
載

、

す
る
。

イ
物
品
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
よ

［新
設

］

う
と
す
る
と
き

（物
品
の
部
分
に
画
像
を
表
示

す
る
場
合
を
含
む

）は
物
品
を
記
載
す
る

。
、

。
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ロ
建
築
物
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け

［新
設

］

よ
う
と
す
る
と
き

（建
築
物
の
部
分
に
画
像
を

表
示
す
る
場
合
を
含
む

）は

「
【意

匠
に

。
、

係
る
物
品

】
」の

欄
に
は
建
築
物
の
用
途
を
記

載
す
る
。

ハ
画
像
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
よ

［新
設

］

う
と
す
る
と
き
は

「
【意

匠
に
係
る
物
品

】

、

」の
欄
に
は
画
像
の
用
途
を
記
載
す
る
。

９

［略

］

９

［略

］

1
0
内
装
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う

［新
設

］

と
す
る
と
き
は

「
【意

匠
に
係
る
物
品

】
」の

、

欄
に
は

施
設
の
内
部
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と

、

な
る
よ
う

「○
○
の
内
装

」又
は

「○
○
用
内

、
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装

」と
記
載
す
る
。

1
1

1
8

［略

］

1
0

1
7

［略

］

～
～

1
9
意
匠
登
録
出
願
人
が
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
又
は

1
8
意
匠
登
録
出
願
人
が
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
又
は

世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
国
民
と
み
な
さ
れ
る

世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
国
民
と
み
な
さ
れ
る

者

（法
人
に
限
る

）の
と
き

（備
考
1
8
に
該
当

者

（法
人
に
限
る

）の
と
き

（備
考
1
7
に
該
当

。
。

す
る
と
き
を
除
く

）は

「
【氏

名
又
は
名
称

す
る
と
き
を
除
く

）は

「
【氏

名
又
は
名
称

。
、

。
、

】
」
（名

称
の
原
語
を
記
載
す
る
場
合
に
あ
つ
て

】
」
（名

称
の
原
語
を
記
載
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は

「
【氏

名
又
は
名
称
原
語
表
記

】
」
）の

次
は

「
【氏

名
又
は
名
称
原
語
表
記

】
」
）の

次
、

、

に

「
【営
業
所

】
」の

欄
を
設
け
て

営
業
所
の

に

「
【営

業
所

】
」の

欄
を
設
け
て

営
業
所
の

、
、

所
在
地
の
国
・
地
域
名
を
記
載
す
る

所
在
地
の
国
・
地
域
名
を
記
載
す
る

。
。

2
0

3
2

［略

］

1
9

3
1

［略

］

～
～

3
3
第
1
9
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施

3
2
第
1
9
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施

行
規
則
第
2
7
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

パ
行
規
則
第
2
7
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

パ
、

、
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リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
又
は
パ
リ
条
約
の
例
に
よ

リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
又
は
パ
リ
条
約
の
例
に
よ

る
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
旨
等
を
願
書
に

る
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
旨
等
を
願
書
に

記
載
し
て
そ
の
旨
等
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を

記
載
し
て
そ
の
旨
等
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を

省
略
す
る
と
き
は

「
【代

理
人

】
」
（備
考
3
0

省
略
す
る
と
き
は

「
【代

理
人

】
」
（備

考
2
9

、
、

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

「
【秘
密
に
す

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

「
【秘

密
に
す

、
、

る
こ
と
を
請
求
す
る
期
間

】
」
）の

欄
の
次
に

「

る
こ
と
を
請
求
す
る
期
間

】
」
）の

欄
の
次
に

「

【パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
等
の
主
張

】
」の

欄

【パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
等
の
主
張

】
」の

欄

を
設
け

そ
の
欄
に

「
【国

・
地
域
名

】
」及

び
を
設
け

そ
の
欄
に

「
【国

・
地
域
名

】
」及

び
、

、

「
【出

願
日

】
」を

設
け
て

国
・
地
域
名
及
び

「
【出

願
日

】
」を

設
け
て

国
・
地
域
名
及
び

、
、

出
願
日
を
記
載
す
る

こ
れ
ら
の
優
先
権
の
主
張

出
願
日
を
記
載
す
る

こ
れ
ら
の
優
先
権
の
主
張

。
。

の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
の
番
号
を
記
載
す
る
と
き

の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
の
番
号
を
記
載
す
る
と
き

は

「
【出

願
日

】
」の

次
に

「
【出

願
番
号

】

は

「
【出

願
日

】
」の

次
に

「
【出

願
番
号

】

、
、

」の
欄
を
設
け
て

そ
の
番
号
を
記
載
す
る

ま

」の
欄
を
設
け
て

そ
の
番
号
を
記
載
す
る

ま
、

。
、

。
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た
第
1
9
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法

た
第
1
9
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法

、
、

施
行
規
則
第
2
7
条
の
４
第
５
項
の
規
定
に
よ
り

施
行
規
則
第
2
7
条
の
４
第
５
項
の
規
定
に
よ
り

、
、

特
許
法
施
行
規
則
第
2
7
条
の
３
の
３
第
３
項
第
１

特
許
法
施
行
規
則
第
2
7
条
の
３
の
３
第
３
項
第
１

号
及
び
第
３
号
に
規
定
す
る
事
項
を
願
書
に
記
載

号
及
び
第
３
号
に
規
定
す
る
事
項
を
願
書
に
記
載

し
て
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
省
略

し
て
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
省
略

す
る
と
き
は

「
【出

願
番
号

】
」の

次
に

「
【

す
る
と
き
は

「
【出

願
番
号

】
」の

次
に

「
【

、
、

出
願
の
区
分

】
」及

び
「
【ア

ク
セ
ス
コ

ード

】

出
願
の
区
分

】
」及

び

「
【ア

ク
セ
ス
コ

ード

】

」を
設
け
て

そ
れ
ぞ
れ

優
先
権
の
主
張
の
基

」を
設
け
て

そ
れ
ぞ
れ

優
先
権
の
主
張
の
基

、
、

、
、

礎
と
し
た
出
願
の
区
分

（
「意

匠
登
録

」

「実
礎
と
し
た
出
願
の
区
分

（
「意

匠
登
録

」

「実
、

、

用
新
案
登
録

」等
の
別

）及
び
意
匠
法
第
1
5
条
第

用
新
案
登
録

」等
の
別

）及
び
意
匠
法
第
1
5
条
第

１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
4
3
条
第
２
項

１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
4
3
条
第
２
項

に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電

に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電

磁
的
方
法
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
提
供
す
る
た
め

磁
的
方
法
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
提
供
す
る
た
め
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の
ア
ク
セ
ス
コ

ード
を
記
載
し

そ
の
次
に

「
【

の
ア
ク
セ
ス
コ

ード
を
記
載
し

そ
の
次
に

「
【

、
、

優
先
権
証
明
書
提
供
国

（機
関

）
】
」を

設
け
て

優
先
権
証
明
書
提
供
国

（機
関

）
】
」を

設
け
て

同
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

同
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
提
供
す
る

を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
特
許
庁
長
官
に
提
供
す
る

国
の
国
名
を
記
載
し

又
は

「世
界
知
的
所
有
権

国
の
国
名
を
記
載
し

又
は

「世
界
知
的
所
有
権

、
、

機
関

」と
記
載
す
る

な
お

２
以
上
の
優
先
権

機
関

」と
記
載
す
る

な
お

２
以
上
の
優
先
権

。
、

。
、

を
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

次
の
よ
う
に
欄

を
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

次
の
よ
う
に
欄

、
、

を
繰
り
返
し
設
け
て
記
載
す
る

を
繰
り
返
し
設
け
て
記
載
す
る

。
。

［略

］

［略

］

3
4

3
8

［略

］

3
3

3
7

［略

］

～
～

3
9
第
２
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
技
術
力
強

3
8
第
２
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
技
術
力
強

化
法
第
1
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
研
究
開

化
法
第
1
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
研
究
開

発
等
成
果
に
係
る
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る

発
等
成
果
に
係
る
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
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出
願
で
あ
る
と
き
は

「(

【手
数
料
の
表
示

】)
出
願
で
あ
る
と
き
は

「(

【手
数
料
の
表
示

】)
、

、

」の
欄
の
次
に

「
【そ

の
他

】
」の

欄
を
設
け
て

」の
欄
の
次
に

「
【そ

の
他

】
」の

欄
を
設
け
て

「国
等
の
委
託
研
究
等
の
成
果
に
係
る
意
匠
登

「国
等
の
委
託
研
究
等
の
成
果
に
係
る
意
匠
登

、
、

録
出
願

（令
和
〇
年
度

〇
〇
省

〇
〇
委
託
事

録
出
願

（令
和
〇
年
度

〇
〇
省

〇
〇
委
託
事

、
、

、
、

業
産
業
技
術
力
強
化
法
第
1
7
条
第
１
項
の
適
用

業
産
業
技
術
力
強
化
法
第
1
7
条
第
１
項
の
適
用

、
、

を
受
け
る
も
の

）
」又

は

「国
等
の
委
託
研
究
等

を
受
け
る
も
の

）
」又

は

「国
等
の
委
託
研
究
等

の
成
果
に
係
る
意
匠
登
録
出
願

（令
和
○
年
度

の
成
果
に
係
る
意
匠
登
録
出
願

（令
和
○
年
度

、
、

○
○
省

○
○
請
負
事
業

産
業
技
術
力
強
化
法

○
○
省

○
○
請
負
事
業

産
業
技
術
力
強
化
法

、
、

、
、

第
1
7
条
第
１
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の

）
」の

よ
第
1
7
条
第
１
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の

）
」の

よ

う
に
記
載
す
る

（備
考
2
9
に
よ
り

「
【そ

の
他

】
う
に
記
載
す
る

（備
考
2
8
に
よ
り

「
【そ

の
他

】

」の
欄
に
特
許
法
第
7
3
条
第
２
項
の
定
め
又
は
民

」の
欄
に
特
許
法
第
7
3
条
第
２
項
の
定
め
又
は
民

法
第
2
5
6
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
契
約
の
旨
を
記

法
第
2
5
6
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
契
約
の
旨
を
記

載
し
た
と
き
は

そ
の
記
載
の
次
に
行
を
改
め
て

載
し
た
と
き
は

そ
の
記
載
の
次
に
行
を
改
め
て

、
、
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記
載
す
る

）

記
載
す
る

）

。
。

。
。

4
0
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
物
品
の
区
分
の
い

3
9
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
物
品
の
区
分
の
い

ず
れ
に
も
属
さ
な
い
物
品

建
築
物
又
は
画
像
に

ず
れ
に
も
属
さ
な
い
物
品
に
つ
い
て
意
匠
登
録
出

、

つ
い
て
意
匠
登
録
出
願
を
す
る
と
き
は

「
【意

願
を
す
る
と
き
は

「
【意

匠
に
係
る
物
品
の
説

、
、

匠
に
係
る
物
品
の
説
明

】
」の

欄
に
そ
の
物
品

明

】
」の

欄
に
そ
の
物
品
の
使
用
の
目
的

使
用

、
、

建
築
物
又
は
画
像
の
使
用
の
目
的

使
用
の
状
態

の
状
態
等
物
品
の
理
解
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る

、

等
物
品

建
築
物
又
は
画
像
の
理
解
を
助
け
る

よ
う
な
説
明
を
記
載
す
る

、
、

。

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
説
明
を
記
載
す
る
。

4
1
画
像
に
つ
い
て
意
匠
登
録
出
願
を
す
る
と
き
で

［新
設

］

あ
つ
て

「
【意

匠
に
係
る
物
品

】
」の

欄
の
記

、

載
の
み
で
は
そ
の
画
像
の
用
途
が
明
ら
か
で
な
い

と
き
は

「
【意

匠
に
係
る
物
品
の
説
明

】
」の

、

欄
に
そ
の
画
像
が
機
器
の
操
作
の
用
に
供
さ
れ
る
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も
の
又
は
機
器
が
そ
の
機
能
を
発
揮
し
た
結
果
と

し
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
説
明
を
記

載
す
る
。

4
2
物
品
又
は
建
築
物
の
部
分
に
物
品
又
は
建
築
物

4
0
意
匠
法
第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
物
品
の

の
操
作
の
用
に
供
さ
れ
る
画
像
を
含
む
意
匠
に
つ

操
作
(
当
該
物
品
が
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
る
状

い
て
意
匠
登
録
出
願
を
す
る
と
き
は

「
【意

匠
態
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

)
の

、
。

に
係
る
物
品
の
説
明

】
」の

欄
に
そ
の
画
像
に
係

用
に
供
さ
れ
る
画
像
を
含
む
意
匠
に
つ
い
て
意
匠

る
当
該
物
品
又
は
建
築
物
の
機
能
及
び
操
作
の
説

登
録
出
願
を
す
る
と
き
は

「
【意

匠
に
係
る
物

、

明
を
記
載
す
る

品
の
説
明

】
」の

欄
に
そ
の
画
像
に
係
る
当
該
物

。

品
の
機
能
及
び
操
作
の
説
明
を
記
載
す
る
。

4
3

・4
4

［略

］

4
1
・
4
2

［略

］

4
5
意
匠
法
第
８
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
内
装
の
意

［新
設

］



- 36 -

匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
出
願
を
す
る
と
き
で
あ
つ

て

「
【意

匠
に
係
る
物
品

】
」の

欄
の
記
載
の

、

み
で
は
そ
の
内
装
の
意
匠
の
用
途
が
明
ら
か
で
な

い
と
き
は

「
【意

匠
に
係
る
物
品
の
説
明

】
」

、

の
欄
に
そ
の
内
装
の
意
匠
の
用
途
を
記
載
す
る
。

4
6

［略

］

4
3

［略

］

様
式
第
６

（第
３
条
関
係

）

様
式
第
６

（第
３
条
関
係

）

［略

］

［略

］

〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
1
0

［略

］

１
1
0

［略

］

～
～

1
1
意
匠
法
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
画
像
は

［新
設

］

、

画
像
図

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
画
像
を

（

表
す
図
を
い
う

以
下
同
じ

に
表
す

画
像

。
。
）

。
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が
立
体
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
は

画
像
正
面
図

、

画
像
右
側
面
図
等

画
像
○
○
図
を
用
い
る

、
、

。

1
2
物
品

建
築
物
又
は
画
像
の
部
分
に
つ
い
て
意

1
1
物
品
の
部
分
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う

、

匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て

８
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て

８
か
ら
1
0
ま
で
及
び
1
4

、
、

か
ら
1
1
ま
で
に
規
定
さ
れ
る
図
に
お
い
て

意
匠

に
規
定
さ
れ
る
画
像
図

（意
匠
法
第
２
条
第
２
項

、

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
部
分
と
そ
の
他
の
部
分

に
規
定
す
る
物
品
と
一
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
物

の
い
ず
れ
を
も
含
む
と
き
は

意
匠
登
録
を
受
け

品
に
表
示
さ
れ
る
画
像
を
表
す
図
を
い
う

以
下

、
。

よ
う
と
す
る
部
分
を
実
線
で
描
き

そ
の
他
の
部

同
じ

)
に
お
い
て

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と

、
。

、

分
を
破
線
で
描
く
等
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
よ

す
る
部
分
と
そ
の
他
の
部
分
の
い
ず
れ
を
も
含
む

う
と
す
る
部
分
を
特
定
す
る

図
面
の
記
載
の
み

と
き
は

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
部
分
を

。
、

で
は
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
部
分
を
特
定

実
線
で
描
き

そ
の
他
の
部
分
を
破
線
で
描
く
等

、

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は

当
該
部
分
を
特

に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
部
分
を
特

、

定
す
る
方
法
を
願
書
の

「
【意

匠
の
説
明

】
」の

定
す
る

図
面
の
記
載
の
み
で
は
意
匠
登
録
を
受

。
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欄
に
記
載
す
る

意
匠
法
第
８
条
に
お
い
て
規
定

け
よ
う
と
す
る
部
分
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

。

す
る
組
物
の
意
匠
及
び
同
法
第
８
条
の
２
に
お
い

い
場
合
は

当
該
部
分
を
特
定
す
る
方
法
を
願
書

、

て
規
定
す
る
内
装
の
意
匠
の
部
分
に
つ
い
て
意
匠

の

「
【意

匠
の
説
明

】
」の

欄
に
記
載
す
る
。

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
様

と
す
る
。

1
3

［略

］

1
2

［略

］

1
4
ラ
ジ
オ
受
信
機
の
コ

ド
の
中
間
部
分
の
よ
う

1
3
ラ
ジ
オ
受
信
機
の
コ

ド
の
中
間
部
分
の
よ
う

ー
ー

に
物
品

建
築
物
又
は
画
像
の
一
部
分
の
図
示
を

に
物
品
の
一
部
分
の
図
示
を
省
略
し
て
も
意
匠
を

、

省
略
し
て
も
意
匠
を
明
確
に
表
す
こ
と
が
で
き
る

明
確
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
つ
て

作
、

場
合
で
あ
つ
て

作
図
上
や
む
を
得
な
い
と
き
は

図
上
や
む
を
得
な
い
と
き
は

そ
の
部
分
の
記
載

、
、

そ
の
部
分
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い

、
。

こ
の
場
合
に
お
い
て

そ
の
省
略
個
所
は

２
て

そ
の
省
略
個
所
は

２
本
の
平
行
な
１
点
鎖

。
、

、
、

、

本
の
平
行
な
１
点
鎖
線
で
切
断
し
た
よ
う
に
示
す

線
で
切
断
し
た
よ
う
に
示
す
等
に
よ
り
明
ら
か
に
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等
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し

図
面
の
記

す
る
も
の
と
し

図
面
の
記
載
の
み
で
は
意
匠
を

、
、

載
の
み
で
は
意
匠
を
明
確
に
表
す
こ
と
が
で
き
な

明
確
に
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は

物
品
の

、

い
と
き
は

物
品
の
一
部
分
の
図
示
を
省
略
し
た

一
部
分
の
図
示
を
省
略
し
た
旨
又
は
省
略
個
所
の

、

旨
又
は
省
略
個
所
の
図
面
上
の
寸
法
を
願
書
の

「

図
面
上
の
寸
法
を
願
書
の

「
【意

匠
の
説
明

】
」

【意
匠
の
説
明

】
」の

欄
に
記
載
す
る

の
欄
に
記
載
す
る

。
。

1
5

1
8

［略

］

1
4

1
7

［略

］

～
～

1
9
ふ
た
と
本
体

さ
ら
と
わ
ん
の
よ
う
に
分
離
す

1
8
ふ
た
と
本
体

さ
ら
と
わ
ん
の
よ
う
に
分
離
す

、
、

る
こ
と
が
で
き
る
物
品
で
あ
つ
て

そ
の
組
み
合

る
こ
と
が
で
き
る
物
品
で
あ
つ
て

そ
の
組
み
合

、
、

わ
さ
れ
た
ま
ま
で
は
そ
の
意
匠
を
十
分
表
現
す
る

わ
さ
れ
た
ま
ま
で
は
そ
の
意
匠
を
十
分
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

組
み
合
わ

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

組
み
合
わ

、
、

さ
れ
た
状
態
に
お
け
る
図
の
ほ
か
に

そ
の
物
品

さ
れ
た
状
態
に
お
け
る
図
の
ほ
か
に

そ
の
物
品

、
、

の
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
部
分
に
つ
い
て
８
か
ら
1
0
ま

の
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
部
分
に
つ
い
て
８
か
ら
1
0
ま

で
の
図
面
及
び
1
5
の
図
を
加
え
る

で
の
図
面
及
び
1
4
の
図
を
加
え
る

。
。
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2
0

［略

］

1
9

［略

］

2
1
数
棟
の
建
物
が
あ
る
場
合
の
よ
う
に
各
棟
の
図

［新
設

］

面
だ
け
で
は
位
置
関
係
を
十
分
表
現
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
各
棟
の
配
置
を
表
す

図
を
加
え
る
。

2
2
・
2
3

［略

］

2
0

・2
1

［略

］

2
4
各
図
の
上
部
に
は

そ
の
種
類
に
応
じ

「
【正

2
2
各
図
の
上
部
に
は

そ
の
種
類
に
応
じ

「
【正

、
、

面
図

】
」

「
【背
面
図

】
」

「
【左

側
面
図

面
図

】
」

「
【背

面
図

】
」

「
【左

側
面
図

、
、

、
、

】
」

「
【右
側
面
図

】
」

「
【平

面
図

】
」

】
」

「
【右

側
面
図

】
」

「
【平

面
図

】
」

、
、

、
、

「
【底
面
図

】
」

「
【表

面
図

】
」

「
【

「
【底

面
図

】
」

「
【表

面
図

】
」

「
【

、
、

、
、

、
、

裏
面
図

】
」

「
【展

開
図

】
」

「
【○

○
断

裏
面
図

】
」

「
【展

開
図

】
」

「
【○

○
断

、
、

、
、

面
図

】
」

「
【○

○
切
断
部
端
面
図

】
」

「

面
図

】
」

「
【○

○
切
断
部
端
面
図

】
」

「

、
、

、
、

【○
○
拡
大
図

】
」

「
【斜

視
図

】
」

「
【

【○
○
拡
大
図

】
」

「
【斜

視
図

】
」

「
【

、
、

、
、
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正
面

平
面
及
び
右
側
面
を
表
す
図

】
」

「
【

正
面

平
面
及
び
右
側
面
を
表
す
図

】
」

「
【

、
、

、
、

画
像
図

】
」

「
【画

像
○
○
図

】
」等

の
表
示

画
像
図

】
」等

の
表
示
を
す
る

こ
れ
ら
の
図
が

、
。

を
す
る

こ
れ
ら
の
図
が
参
考
図
で
あ
る
場
合
は

参
考
図
で
あ
る
場
合
は

そ
の
旨
も
表
示
す
る

。
、

。

そ
の
旨
も
表
示
す
る

こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い

こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て

複
数
の
図
の
表
示
が

、
。

、

て
複
数
の
図
の
表
示
が
同
一
と
な
ら
な
い
よ
う

同
一
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る

、
。

に
す
る
。

2
5

・2
6

［略

］

2
3

・2
4

［略

］

2
7
物
品

建
築
物
又
は
画
像
の
全
部
又
は
一
部
が

2
5
物
品
の
全
部
又
は
一
部
が
透
明
で
あ
る
意
匠
の

、

透
明
で
あ
る
意
匠
の
図
面
は

次
の
要
領
に
よ
り

図
面
は

次
の
要
領
に
よ
り
作
成
す
る

、
、

。

作
成
す
る
。

イ
ハ

［略

］

イ
ハ

［略

］

～
～

様
式
第
７

（第
４
条
関
係

）

様
式
第
７

（第
４
条
関
係

）

［略

］

［略

］



- 42 -

〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
３

［略

］

１
３

［略

］

～
～

４
そ
の
他
は

様
式
第
６
の
備
考
２

３
６

４
そ
の
他
は

様
式
第
６
の
備
考
２

３
６

、
、

、
、

、
、

、
、

８
か
ら
1
3
ま
で

1
5
及
び
1
9
か
ら
2
6
ま
で
と
同
様

８
か
ら
1
2
ま
で

1
4
及
び
1
8
か
ら
2
4
ま
で
と
同
様

、
、

と
す
る

と
す
る

。
。

様
式
第
８

（第
５
条
関
係

）
様
式
第
８

（第
５
条
関
係

）

［略

］

［略

］

〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
・
２

［略

］

１
・
２

［略

］

３
物
品

建
築
物
又
は
画
像
の
部
分
に
つ
い
て
意

３
物
品
の
部
分
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う

、

匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は

意
匠
に
係

と
す
る
場
合
は

意
匠
に
係
る
物
品
の
う
ち

意
、

、
、

る
物
品

建
築
物
又
は
画
像
の
う
ち

意
匠
登
録

匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
部
分
以
外
の
部
分
を

、
、

を
受
け
よ
う
と
す
る
部
分
以
外
の
部
分
を
黒
色
で

黒
色
で
塗
り
つ
ぶ
す
等
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
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塗
り
つ
ぶ
す
等
に
よ
り
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と

よ
う
と
す
る
部
分
を
特
定
し

か
つ

意
匠
登
録

、
、

す
る
部
分
を
特
定
し

か
つ

意
匠
登
録
を
受
け

を
受
け
よ
う
と
す
る
部
分
を
特
定
す
る
方
法
を
願

、
、

よ
う
と
す
る
部
分
を
特
定
す
る
方
法
を
願
書
の

「

書
の

「
【意

匠
の
説
明

】
」の

欄
に
記
載
す
る
。

【意
匠
の
説
明

】
」の

欄
に
記
載
す
る

意
匠
法

。

第
８
条
に
お
い
て
規
定
す
る
組
物
の
意
匠
及
び
同

法
第
８
条
の
２
に
お
い
て
規
定
す
る
内
装
の
意
匠

の
部
分
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

４

［略

］

４

［略

］

５
そ
の
他
は

様
式
第
６
の
備
考
２

３
及
び
2
5

５
そ
の
他
は

様
式
第
６
の
備
考
２

３
及
び
2
3

、
、

、
、

と
同
様
と
す
る

と
同
様
と
す
る

。
。

様
式
第
９

（第
６
条
関
係

）

様
式
第
９

（第
６
条
関
係

）

［略

］

［略

］
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〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
５

［略

］

１
５

［略

］

～
～

６
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
６

９
1
5

６
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
６

９
1
5

、
、

、
、

、
、

、
、

様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

1
4

1
6

1
8

様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

1
3

1
5

1
7

、
、

、
、

、
、

2
2
か
ら
2
4
ま
で
及
び
3
3
か
ら
3
7
ま
で
と
同
様
と

2
1
か
ら
2
3
ま
で
及
び
3
2
か
ら
3
6
ま
で
と
同
様
と

、
、

す
る

す
る

。
。

様
式
第
1
0

（第
1
1
条
関
係

）

様
式
第
1
0

（第
1
1
条
関
係

）

［略

］

［略

］

〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
３

［略

］

１
３

［略

］

～
～

４

「
【請

求
の
内
容

】
」の

欄
に
は

意
匠
を
秘

４

「
【請

求
の
内
容

】
」の

欄
に
は

意
匠
を
秘

、
、

密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
期
間
に
つ
い
て

変
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
期
間
に
つ
い
て

変
、

、

更
後
の
期
間
を
記
載
す
る

当
該
変
更
後
の
期
間

更
後
の
期
間
を
記
載
す
る

。
。



- 45 -

は
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
経
過
し
た
期

間
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

５
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
1
5
様
式
第
２

５
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
1
5
様
式
第
２

、
、

、
、

の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

1
1

1
4

1
6

1
8

2
2

の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

1
0

1
3

1
5

1
7

2
1

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

2
4
及
び
3
3
か
ら
3
7
ま
で
並
び
に
様
式
第
３
の
備

2
3
及
び
3
2
か
ら
3
6
ま
で
並
び
に
様
式
第
３
の
備

、
、

考
３
と
同
様
と
す
る

考
３
と
同
様
と
す
る

。
。

様
式
第
1
1

（第
1
3
条
関
係

）

様
式
第
1
1

（第
1
3
条
関
係

）

［略

］

［略

］

〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
５

［略

］

１
５

［略

］

～
～

６
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
６

９
1
5
及

６
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
６

９
1
5
及

、
、

、
、

、
、

び
2
0
様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

1
4

び
2
0
様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

1
3

、
、

、
、

、
、

1
8

2
2
か
ら
2
4
ま
で
及
び
3
3
か
ら
3
7
ま
で
並
び
に

1
7

2
1
か
ら
2
3
ま
で
及
び
3
2
か
ら
3
6
ま
で
並
び
に

、
、
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様
式
第
９
の
備
考
２
と
同
様
と
す
る

様
式
第
９
の
備
考
２
と
同
様
と
す
る

。
。

様
式
第
1
2

（第
1
4
条
関
係

）

様
式
第
1
2

（第
1
4
条
関
係

）

［略
］

［略

］

〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
８

［略
］

１
８

［略

］

～
～

９
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
６

９
及
び
1
0

９
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
６

９
及
び
1
0

、
、

、
、

様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
５
ま
で

1
2

1
4

様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
５
ま
で

1
1

1
3

、
、

、
、

、
、

、
、

1
8

2
2

2
4

2
7

2
8
及
び
3
4
か
ら
3
8
ま
で
並
び

1
7

2
1

2
3

2
6

2
7
及
び
3
3
か
ら
3
7
ま
で
並
び

、
、

、
、

、
、

、
、

に
様
式
第
３
の
備
考
３
と
同
様
と
す
る

こ
の
場

に
様
式
第
３
の
備
考
３
と
同
様
と
す
る

こ
の
場

。
。

合
に
お
い
て

様
式
第
２
の
備
考
2
8
中

「出
願

」
合
に
お
い
て

様
式
第
２
の
備
考
2
7
中

「出
願

」

、
、

と
あ
る
の
は

「審
判

」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

と
あ
る
の
は

「審
判

」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
る

。
。

様
式
第
1
4

（第
1
5
条
関
係

）

様
式
第
1
4

（第
1
5
条
関
係

）
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［略

］

［略

］

〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
４

［略

］

１
４

［略

］

～
～

５
識
別
ラ
ベ
ル
を
は
り
付
け
る
こ
と
に
よ
り
印
を

５
識
別
ラ
ベ
ル
を
は
り
付
け
る
こ
と
に
よ
り
印
を

省
略
す
る
と
き
は

識
別
ラ
ベ
ル
は

「
【氏

名
省
略
す
る
と
き
は

識
別
ラ
ベ
ル
は

「
【氏

名
、

、
、

、

又
は
名
称

】
」
（法

人
に
あ
つ
て
は

「
【代

表
者

又
は
名
称

】
」
（法

人
に
あ
つ
て
は

「
【代

表
者

】
」
）の

横
に
は
る
も
の
と
す
る

た
だ
し

備

】
」
）の

横
に
は
る
も
の
と
す
る

た
だ
し

備
。

、
。

、

考
1
5
に
該
当
す
る
と
き
は

識
別
ラ
ベ
ル
を
は
る

考
1
4
に
該
当
す
る
と
き
は

識
別
ラ
ベ
ル
を
は
る

、
、

場
合
で
あ
つ
て
も
印
を
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
な

場
合
で
あ
つ
て
も
印
を
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
い

。
。

６

「
【手

続
補
正
１

】
」の

欄
は

次
の
要
領
で

６

「
【手

続
補
正
１

】
」の

欄
は

次
の
要
領
で

、
、

記
載
す
る

（備
考
７
か
ら
1
0
ま
で
の
場
合
を
除
く

記
載
す
る

（備
考
６
か
ら
９
ま
で
の
場
合
を
除
く

）

）
。

。
。

。
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イ
ニ

［略

］

イ
ニ

［略

］

～
～

７
1
5

［略

］

７
1
5

［略

］

～
～

1
6
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
６

９
及
び
1
5

1
6
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
６

９
及
び
1
5

、
、

、
、

様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

1
4

1
6

様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

1
3

1
5

、
、

、
、

、
、

、
、

1
8

2
2
か
ら
2
4
ま
で
及
び
3
3
か
ら
3
7
ま
で
並
び
に

1
7

2
1
か
ら
2
3
ま
で
及
び
3
2
か
ら
3
6
ま
で
並
び
に

、
、

様
式
第
1
1
の
備
考
４
と
同
様
と
す
る

様
式
第
1
1
の
備
考
４
と
同
様
と
す
る

。
。

様
式
第
1
9
条
の
２

（第
1
8
条
の
６
関
係

）

様
式
第
1
9
条
の
２

（第
1
8
条
の
６
関
係

）

［略

］

［略

］

〔備
考

〕

〔備
考

〕

１
５

［略

］

１
５

［略

］

～
～

６
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

６
そ
の
他
は

様
式
第
１
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

、
、

７
８

1
0

1
1
及
び
1
3
か
ら
2
0
ま
で

様
式

７
８

1
0

1
1
及
び
1
3
か
ら
2
0
ま
で

様
式

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

第
２
の
備
考
1
3
並
び
に
様
式
第
1
0
の
備
考
２
と
同

第
２
の
備
考
1
2
並
び
に
様
式
第
1
0
の
備
考
２
と
同
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様
と
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

様
式
第
２
の

様
と
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

様
式
第
２
の

。
、

。
、

備
考
1
3
中

「
【意

匠
登
録
出
願
人

】
」と

あ
る
の

備
考
1
2
中

「
【意

匠
登
録
出
願
人

】
」と

あ
る
の

は
「
【意

匠
権
者

】
」と

「意
匠
登
録
出
願
人

は

「
【意

匠
権
者

】
」と

「意
匠
登
録
出
願
人

、
、

」と
あ
る
の
は

「意
匠
権
者

」と
読
み
替
え
る
も

」と
あ
る
の
は

「意
匠
権
者

」と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る

の
と
す
る

。
。

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
）

一
～
六
十
五

［
略
］

［
略
］

一
～
六
十
五

［
略
］

［
略
］

六
十
六

建
築

居
住
用

住
宅

［
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
］

物

ホ
テ
ル

事
業
活
動
用

オ
フ
ィ
ス

工
場
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店
舗
用

販
売
店

レ
ス
ト
ラ
ン

美
容
室

教
育
又
は
保
育

学
校

用

保
育
所

医
療
又
は
衛
生

病
院

用

公
衆
浴
場

交
通
用

駅
舎

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル

娯
楽
観
賞
用

劇
場

野
球
場

美
術
館
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土
木
構
造
物

橋
梁

電
波
塔

六
十
七

画
像

画
像

情
報
表
示
用
画

［
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
］

像入
力
用
画
像

選
択
用
画
像

設
定
用
画
像

画
像
用
部
品

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ

ー
用
画
像

ス
ラ
イ
ダ
ー
用

画
像

ア
イ
コ
ン
用
画



- 52 -

像チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ

ク
ス
用
画
像

ツ
ー
ル
バ
ー
用

画
像

備
考

備
考

一

こ
の
表
の
上
欄
一
か
ら
六
十
五
ま
で
に
掲
げ
る

一

こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
物
品
の
区
分
に
属
す

物
品
に
係
る
物
品
の
区
分
に
属
す
る
物
品
に
つ
い

る
物
品
に
つ
い
て
意
匠
登
録
出
願
を
す
る
と
き
は

て
意
匠
登
録
出
願
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
物
品
の

、
そ
の
物
品
の
属
す
る
物
品
の
区
分
を
願
書
の
「

属
す
る
物
品
の
区
分
を
願
書
の
「
意
匠
に
係
る
物

意
匠
に
係
る
物
品
」
の
欄
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

品
」
の
欄
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

二

こ
の
表
の
上
欄
六
十
六
に
掲
げ
る
建
築
物
に
係

［
新
設
］
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る
物
品
の
区
分
に
属
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
意
匠

登
録
出
願
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
建
築
物
の
属
す

る
物
品
の
区
分
を
願
書
の
「
意
匠
に
係
る
物
品
」

の
欄
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

こ
の
表
の
上
欄
六
十
七
に
掲
げ
る
画
像
に
係
る

［
新
設
］

物
品
の
区
分
に
属
す
る
画
像
に
つ
い
て
意
匠
登
録

出
願
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
画
像
の
属
す
る
物
品

の
区
分
を
願
書
の
「
意
匠
に
係
る
物
品
」
の
欄
に

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
物
品
の
区
分
の
い
ず

二

こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
物
品
の
区
分
の
い
ず

れ
に
も
属
さ
な
い
物
品
、
建
築
物
又
は
画
像
に
つ

れ
に
も
属
さ
な
い
物
品
に
つ
い
て
意
匠
登
録
出
願

い
て
意
匠
登
録
出
願
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
下
欄

を
す
る
と
き
は
、
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
物
品
の
区

に
掲
げ
る
物
品
の
区
分
と
同
程
度
の
区
分
に
よ
る

分
と
同
程
度
の
区
分
に
よ
る
物
品
の
区
分
を
願
書
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物
品
の
区
分
を
願
書
の
「
意
匠
に
係
る
物
品
」
の

の
「
意
匠
に
係
る
物
品
」
の
欄
に
記
載
し
な
け
れ

欄
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
八
条
関
係
）

一

一
組
の
食
品
セ
ッ
ト

二

一
組
の
嗜
好
品
セ
ッ
ト

三

一
組
の
衣
服
セ
ッ
ト

四

一
組
の
身
の
回
り
品
セ
ッ
ト

五

一
組
の
美
容
用
具
セ
ッ
ト

六

一
組
の
繊
維
製
品
セ
ッ
ト
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七

一
組
の
室
内
装
飾
品
セ
ッ
ト

八

一
組
の
清
掃
用
具
セ
ッ
ト

九

一
組
の
洗
濯
用
具
セ
ッ
ト

十

一
組
の
保
健
衛
生
用
品
セ
ッ
ト

十
一

一
組
の
飲
食
用
容
器
セ
ッ
ト

十
二

一
組
の
調
理
器
具
セ
ッ
ト

十
三

一
組
の
飲
食
用
具
セ
ッ
ト

十
四

一
組
の
慶
弔
用
品
セ
ッ
ト

十
五

一
組
の
照
明
機
器
セ
ッ
ト

十
六

一
組
の
空
調
機
器
セ
ッ
ト

十
七

一
組
の
厨
房
設
備
用
品
セ
ッ
ト

十
八

一
組
の
衛
生
設
備
用
品
セ
ッ
ト

十
九

一
組
の
整
理
用
品
セ
ッ
ト
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二
十

一
組
の
家
具
セ
ッ
ト

二
十
一

一
組
の
ペ
ッ
ト
用
品
セ
ッ
ト

二
十
二

一
組
の
遊
戯
娯
楽
用
品
セ
ッ
ト

二
十
三

一
組
の
運
動
競
技
用
品
セ
ッ
ト

二
十
四

一
組
の
楽
器
セ
ッ
ト

二
十
五

一
組
の
教
習
具
セ
ッ
ト

二
十
六

一
組
の
事
務
用
品
セ
ッ
ト

二
十
七

一
組
の
販
売
用
品
セ
ッ
ト

二
十
八

一
組
の
運
搬
機
器
セ
ッ
ト

二
十
九

一
組
の
運
輸
機
器
セ
ッ
ト

三
十

一
組
の
電
気
・
電
子
機
器
セ
ッ
ト

三
十
一

一
組
の
電
子
情
報
処
理
機
器
セ
ッ
ト

三
十
二

一
組
の
測
定
機
器
セ
ッ
ト
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三
十
三

一
組
の
光
学
機
器
セ
ッ
ト

三
十
四

一
組
の
事
務
用
機
器
セ
ッ
ト

三
十
五

一
組
の
販
売
用
機
器
セ
ッ
ト

三
十
六

一
組
の
保
安
機
器
セ
ッ
ト

三
十
七

一
組
の
医
療
用
機
器
セ
ッ
ト

三
十
八

一
組
の
利
器
、
工
具
セ
ッ
ト

三
十
九

一
組
の
産
業
用
機
械
器
具
セ
ッ
ト

四
十

一
組
の
土
木
建
築
用
品
セ
ッ
ト

四
十
一

一
組
の
基
礎
製
品
セ
ッ
ト

四
十
二

一
組
の
建
築
物

四
十
三

一
組
の
画
像
セ
ッ
ト

備
考一

建
築
物
を
含
む
組
物
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
「
意
匠
に
係
る
物
品
」
の
欄
に
は
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「
一
組
の
建
築
物
」
と
記
載
す
る
。

二

物
品
及
び
画
像
か
ら
な
る
組
物
の
意
匠
に
つ
い
て
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
「
意
匠
に
係
る
物
品
」

の
欄
に
は
当
該
物
品
が
属
す
る
組
物
の
意
匠
を
記
載
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


